
白河市自治基本条例を考える市民会議

第 18 回 平成 24 年 5 月 14 日

次回の会議のお知らせと宿題のお願い！！

１ 次回の会議のお知らせ

●日時：平成２４年 ５月２８日（月）午後７時から

●場所：市役所本庁舎地下第１・２会議室

●内容：PI及びパブリックコメントで出た意見を踏まえた修正作業

２ 宿題！！

① 最終のとりまとめに向けて、次回の会議では、「第１０ 条例の推進及び検証」のところで、

市が設置することとしている、「推進及び検証を行う機関」について、詳しく検討していく予定

です。

現在検討中の自治基本条例素案では、推進・検証機関について、推進をしていく中で問題点

や改善点が見えてくるという視点から、推進と検証は同一の主体が行うという形で規定してい

ます（イメージは以下の図のような形です）。

その一方で PI では推進と検証とは分けたほうがいいのではないかという旨の質問もでてい

ます。

推進と検証は市内部の一緒の機関が行ったほうがよいのか、それとも市内部の別々の機関が

行ったほうがよいのか、検討してみていただければと思います。

② 条例素案の巻末に、参考資料として、委員の皆

悪いところを掲載したいと思いますので、別紙様

ればと思います。
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